
1 

 

PTA、後援会の会費・会則について                   

 

 学校統合に伴い、 PTA 会費は 世帯割 2,400円 を基準に合わせる 

 

  学校統合に伴い、 後援会費は 500円／戸    を基準に合わせる 

 

 

参考① 平成２７年度決算 各小学校ＰＴＡ会計収入（会費）  

会員 会費 収入（円） 会員 会費 収入（円） 会員 会費 収入（円）

三保谷小ＰＴＡ 63 2,400 151,200 0 13 2,400 31,200

出丸小ＰＴＡ 59 1,500 88,500 86 1,200 103,200 13 1,500 19,500

八ッ保小ＰＴＡ 60 2,400 144,000 0 14 2,400 33,600

小見野小ＰＴＡ 71 2,400 169,000 0 13 2,400 31,200

三保谷小ＰＴＡ

出丸小ＰＴＡ

八ッ保小ＰＴＡ

小見野小ＰＴＡ 200,200

教職員負担　人数割

収入合計

182,400

211,200

177,600

保護者負担　世帯割 保護者負担　児童割

 

参考② 平成２７年度決算 各小学校後援会会計収入（会費）  

賛同世帯 会費 収入（円）

三保谷小後援会 619 800 495,200

出丸小後援会 452 1,000 452,000

八ッ保小後援会 549 500 274,500

小見野小後援会 507 500 253,500  

 

  

資料２ 
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川島町立〇〇小学校ＰＴＡ会則（案）  

 

第一章  名称及び事務所  

 （名称及び事務所）  

第１条  本会は、川島町立〇〇小学校ＰＴＡと称し、事務所を川島町立〇〇小学校

内に置く。  

 

第二章  目的等  

（目的）  

第２条  保護者と教職員が協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長

を図るとともに、会員相互の親睦と修養を図ることを目的とする。  

（方針）  

第３条  本会は、教育を本旨とする民主的団体として、次の方針に従って活動する。  

   （1）児童青少年の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び関係機関と協力

する  

（2）特定の政党や宗教に偏ることなく、また、専ら営利を目的とするような行為

は行わない  

（3）本会または本会役員の名で公私の選挙の立候補を推薦しない  

（4）学校の人事、その他の管理には干渉しない  

（活動）  

第４条  本会は第２条に掲げる目的を達成するため次の活動を行う。  

 （1）よい保護者、教職員になるように努める  

 （2）家庭と学校との緊密な連絡によって、児童の健全な育成に努める  

 （3）学校教育について理解を深め、これを推進する  

（4）会員相互の親睦及び修養を図る  

（5）本会の目的達成のため必要と認める事業  

 

第三章  会員  

（会員）  

第５条  本会の会員となることができる者は、次のとおりである。  

 （1）川島町立〇〇小学校の保護者、またはこれに代わる者  

（2）川島町立〇〇小学校に勤務する教職員  

（3）本会の趣旨に賛同し、委員会で承認した者  

（権利と義務）  

第６条  会員はすべて平等の権利と義務を有する。  

 

第四章  役員等  

（役員等）  

第７条  本会に次の役員等を置く。  

（1）役員  

ア  会長       名  

イ  副会長      名  
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ウ  幹事       名  

（2）委員  

ア  〇〇委員     名  

イ  △△委員     名  

ウ  □□委員     名  

  （3）監事        名  

（役員等の任務）  

第８条  役員等の任務は、次のとおりとする。  

（1）会長は、会を代表し会務を総理する。また、各種会議を招集する。  

（2）副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代行する。  

（3）幹事は、本会の庶務及び総会で決定した予算に基いて会計を処理する。  

（4）委員は、役員とともに委員会を組織し、総会の決定および事業計画に基づき

各委員会の運営にあたる。  

（5）監事は会計を監査し、その結果を総会に報告する。  

（役員等の選出）  

第９条  役員等は次の方法で選出し総会の承認を得るものとする。  

（1）会長、副会長は会員の中から選出する。  

（2）幹事は、会長が委嘱する。  

（3）〇〇委員は、・・・・・・・・・・・・・・から選出する。  

（4）△△委員は、・・・・・・・・・・・・・・から選出する。  

（5）□□委員は、・・・・・・・・・・・・・・から選出する。  

（6）監事は、会員の中から選出し、会長が委嘱する。  

（役員等の任期）  

第１０条  役員等に任期は１年とする。但し、再任は妨げない。任期の途中において

新たに役員になったものは、前任者の残任期間とする。  

 

第五章  議決・協議機関  

（議決･協議機関）  

第１１条  本会の議決・協議機関は、次のとおりとする。  

 （1）総会  

 （2）役員会  

 （3）〇〇委員会  

 （4）△△委員会  

 （5）□□委員会  

（会議）  

第１２条  総会は本会の最高議決機関であり、年１回開催する。ただし、会員の３

分の１以上若しくは委員の２分の１以上の要求があった場合、または会長が必要

と認めた場合は、臨時に開催することができる。  

２  総会は、次の事項を審議する。  

 （1）予算・決算・事業の承認  

（2）会則の承認  

（3）役員の承認  
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  （4）その他会長が必要と認めた事項  

 ３  役員会、〇〇委員会、△△委員会、□□委員会は、必要に応じて開催することが

できる。  

４  校長は、全ての会議に出席し、意見を述べることができる。  

 

第六章  会計  

（会費）  

第１３条  本会の会員は会費を納めるものとする。ただし、会費の金額、徴収方法

は総会で決定する。  

２  会費の金額、徴収方法は次のとおりとする。  

 （1）会費の額は、月額〇〇〇円とする。  

 （2）会費は、口座振替により一括徴収する。但し、口座振替手数料は自己負担と

する。  

（会計）  

第１４条  本会の経費は、会費、寄附金、各種事業の収益を以ってこれに充てる。  

２  会計年度は、４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。  

第七章  補則  

第１５条  事業の運営上、必要に応じて、専門委員会を設けることができる。  

第１６条  本会に備える帳簿は次のとおりとする。  

 （1）会員名簿  

 （2）役員名簿  

（3）会計簿  

（4）記録簿  

 第１７条  本規約は、総会において出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正で

きない。  

 第１８条  本規約に定めるもののほか、必要な事項は細則で定める。  

 

   附  則  

 この規則は、平成   年   月   日より施行する。  

 

 

川島町立〇〇小学校ＰＴＡ細則（案）  

 

この細則は、川島町立〇〇小学校ＰＴＡ会則第１８条に基づき制定する。  

 

（旅費）  

第１条  会員がＰＴＡ活動に必要な町外への会議等に出席した場合は、旅費及び日当

を支給する。  

（1）旅費の支給は、実費とする。但し、自家用車等の場合は〇〇〇〇円とする。  

（2）日当は〇〇〇円  

（慶弔）  

第２条  次の場合、見舞金を支給する。  
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 （1）会員が死亡したとき               円  

 （2）在学児童が死亡したとき             円  

 （3）会員が〇か月以上入院したとき          円  

 （4）在学児童が〇か月以上入院したとき        円  

 （5）本会の会長、副会長が退任するとき      感謝状  

（〇〇委員会、△△委員会、□□委員会）  

第３条  会則第１２条第３項に規定する〇〇委員会、△△委員会、□□委員会は、次の

ことを行なう。  

２  〇〇委員会は、・・・・・・・・・・・・・を行う。  

３  △△委員会は、・・・・・・・・・・・・・を行う。  

４  □□委員会は、・・・・・・・・・・・・・を行う。  

（改正）  

第４条  本細則は、〇〇委員会で改正する。  

（補則）  

第５条  本細則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。  

 

   附  則  

 この細則は、平成   年   月   日より施行する。  

 

川島町立〇〇小学校ＰＴＡ組織図（案）  
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川島町立〇〇小学校後援会会則（案）  

 

第一章  名称及び事務所  

第１条  本会は、川島町立〇〇小学校後援会と称し、事務所を川島町立〇〇小学校

内に置く。  

 

第二章  目的  

第２条  本会は、〇〇小学校教育の推進に協力し施設・設備の充実と、児童の諸活動

に援助を与え、その発展に寄与することを目的とする。  

 

第三章  会員  

第３条  本会の目的に賛同し、会費を納入したものを会員とする。  

 

第四章  役員  

第４条  本会に次の役員を置き任期を〇年とする。但し、再選を妨げない。  

  ア  会長   １名  

イ  副会長   名  

ウ  理事    名  

エ  監事    名  

オ  幹事    名  

第５条  役員の職務は次のとおりとする。  

   （1）会長は本会を代表し、会務を掌理する  

（2）副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する  

（3）理事は理事会を構成し、会務を審議執行する  

（4）監事は会計を監査する  

（5）幹事は会長の指示に従い、庶務会計を処理する  

第６条  役員の選出は次のとおりとする。  

 （1）会長･副会長は会員の中から選出する。  

 （2）理事は各地区から選出する  

（3）監事は会員の中から選出する  

 （4）幹事は会長がこれを委嘱する  

 

第五章  会議  

第７条  本会の会議は次のとおりとし、会長は各会議の議長となる  

ア  総会  

イ  理事会  

 第８条  総会は毎年度の当初に定期総会を開催し、定期総会を開催し、必要に応じ臨

時総会を開催する。  

２  総会は次の事項を決議する。  

ア  予算及び決算  

イ  事業計画  

ウ  役員の選出承認  
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エ  会則の変更  

オ  その他重要事項  

３  議決は出席者の過半数をもってする。但し、総会を開催することが出来ない場

合は、理事会をもってこれに替えることができる。  

第９条  理事会は、必要により会長が招集し、各種会議の原案作成、審議処理する。  

 

 

第六章  会計  

第１０条  本会の経費は、会費及び寄附金をもってこれに充てる。  

第１１条  会費は会員当たり１ケ年〇〇円とし、毎年〇月に納入する。  

第１２条  本会の会計は、毎年４月１日始まり、翌年３月３１日に終わる。  

 

第七章  その他  

 第１３条  前条に定めるものの他必要な事項については、別に細則で定める。  

 

   附  則  

 この規則は、平成   年   月   日より施行する。  

 

 

川島町立〇〇小学校後援会細則（案）  

 

第一章  事業  

第１条  本会の事業内容は次のとおりとする。  

（1）体育・文化・関係各種派遣費の補助  

（2）学校の各種行事に対する補助  

（3）施設･設備費の補助  

（4）図書・教具等の購入補助  

（5）その他必要な事業  

第二章  表彰  

第２条  次の該当するものは表彰することができる。  

（1）本会に対し特に功労があったもの  

（2）本会に対し特に協力されたもの  

第三章  弔意  

第３条  本会が見舞または弔意を表す場合は、理事会において決定する。但し、緊

急の場合は正・副会長が決定する。なお、対象者は役員本人とする。  

第四章  改正  

第４条  本細則は理事会において改正することができる  

 

   附  則  

 この細則は、平成   年   月   日より施行する。  


